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‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
三
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一
四
八
八

万
国
郵
便
条
約

第
三
十
七
条　

Ｅ
Ｍ
Ｓ
業
務
及
び
統
合
さ
れ
た
物
流
管
理
業
務
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
三

第
三
十
八
条　

電
子
郵
便
業
務
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
四

第
九
部　
　
　

最
終
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
四

第
三
十
九
条　

こ
の
条
約
及
び
そ
の
施
行
規
則
に
関
す
る
議
案
の
承
認
の
条
件
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
四

第

四

十

条　

大
会
議
の
際
の
留
保
‥‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
五

第
四
十
一
条　

こ
の
条
約
の
効
力
発
生
及
び
有
効
期
間
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
五

末　
　
　

文
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
五

万
国
郵
便
条
約
の
最
終
議
定
書
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
六

前　
　
　

文
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
六

第　

一　

条　

郵
便
物
の
帰
属
、
取
戻
し
及
び
宛
名
の
変
更
又
は
訂
正
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
六

第　

二　

条　

郵
便
切
手
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
六

第　

三　

条　

外
国
に
お
け
る
通
常
郵
便
物
の
差
出
し
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
七

第　

四　

条　

料
金
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
八

第　

五　

条　

盲
人
用
郵
便
物
に
つ
い
て
の
郵
便
料
金
の
免
除
に
対
す
る
例
外
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
八

第　

六　

条　

基
礎
業
務
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
九

第　

七　

条　

受
取
通
知
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
三
九

第　

八　

条　

通
常
郵
便
に
関
す
る
禁
制
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
四
〇

第　

九　

条　

小
包
郵
便
に
関
す
る
禁
制
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
四
二

第　

十　

条　

関
税
を
課
さ
れ
る
物
品
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
四
三

第

十

一

条　

通
関
料
‥‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
四
四

第

十

二

条　

調
査
請
求
‥‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
四
四

第

十

三

条　

例
外
的
な
到
着
の
陸
路
割
当
料
金
‥‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
四
五
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一
四
八
九

万
国
郵
便
条
約

第

十

四

条　

航
空
運
送
料
に
関
す
る
基
本
料
金
率
及
び
規
定
‥‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
四
五

第

十

五

条　

特
別
料
金
率
‥‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
四
五

第

十

六

条　

継
越
料
、
航
空
運
送
料
及
び
割
当
料
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
郵
便
業
務
理
事
会
の
権
限
‥‥
‥
‥
一
五
四
五

末　
　
　

文
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
一
五
四
五
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一
四
九
一

万
国
郵
便
条
約

前　
　

文

国
際
郵
便

業
務
に
適

用
さ
れ
る

共
通
の
規

則定　
　

義
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一
四
九
二

万
国
郵
便
条
約

こ
の
条
約

へ
の
加
入

か
ら
生
ず

る
義
務
を

履
行
す
る

責
任
を
負

う
一
又
は

二
以
上
の

機
関
の
指

定

07G.indd   149207G.indd   1492 2025/01/09   11:56:452025/01/09   11:56:45



一
四
九
三

万
国
郵
便
条
約

普
遍
的
な

郵
便
業
務

継
越
し
の

自
由
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一
四
九
四

万
国
郵
便
条
約

郵
便
切
手

郵
便
物
の

帰
属
、
取

戻
し
、
受

取
人
の
住

所
又
は
法

人
の
名
称
、

氏
名
若
し

く
は
父
称

（
該
当
す

る
場
合
）

の
変
更
又

は
訂
正
、

転
送
及
び

配
達
不
能

の
郵
便
物

の
差
出
人

へ
の
返
送
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一
四
九
五

万
国
郵
便
条
約

持
続
可
能

な
開
発

郵
便
業
務

の
保
障
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一
四
九
六

万
国
郵
便
条
約

違
反
行
為
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一
四
九
七

万
国
郵
便
条
約

個
人
情
報

の
取
扱
い

軍
隊
と
の

閉
袋
の
交

換
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一
四
九
八

万
国
郵
便
条
約

外
国
に
お

け
る
通
常

郵
便
物
の

差
出
し

連
合
の
様

式
の
使
用
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一
四
九
九

万
国
郵
便
条
約

業
務
の
質

に
関
す
る

基
準
及
び

目
標

業
務
の
質

に
関
す
る

基
準
及
び

目
標
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一
五
〇
〇

万
国
郵
便
条
約

料
金
及
び

割
増
料
金

並
び
に
郵

便
料
金
の

免
除

料　
　

金
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一
五
〇
一

万
国
郵
便
条
約

郵
便
料
金

の
免
除
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一
五
〇
二

万
国
郵
便
条
約

基
礎
業
務

基
礎
業
務

及
び
追
加

の
業
務
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一
五
〇
三

万
国
郵
便
条
約

追
加
の
業

務
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一
五
〇
四

万
国
郵
便
条
約

禁
制
並
び

に
税
関
及

び
関
税
に

係
る
事
項

引
き
受
け

ら
れ
な
い

郵
便
物
及

び
禁
制
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一
五
〇
五

万
国
郵
便
条
約
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一
五
〇
六

万
国
郵
便
条
約
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一
五
〇
七

万
国
郵
便
条
約

税
関
検
査

及
び
関
税

そ
の
他
の

課
金

責　
　

任

調
査
請
求
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一
五
〇
八

万
国
郵
便
条
約

指
定
さ
れ

た
事
業
体

の
責
任
及

び
賠
償
金
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一
五
〇
九

万
国
郵
便
条
約
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一
五
一
〇

万
国
郵
便
条
約

加
盟
国
及

び
指
定
さ

れ
た
事
業

体
の
免
責

07G.indd   151007G.indd   1510 2025/01/09   11:57:112025/01/09   11:57:11



一
五
一
一

万
国
郵
便
条
約

差
出
人
の

責
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一
五
一
二

万
国
郵
便
条
約

賠
償
金
の

支
払

差
出
人
又

は
受
取
人

か
ら
の
賠

償
金
の
回

収補 

償 

金

継 

越 

料
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一
五
一
三

万
国
郵
便
条
約

継 

越 

料

到 

着 

料

到
着
料
に

つ
い
て
の

総
則
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一
五
一
四

万
国
郵
便
条
約
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一
五
一
五

万
国
郵
便
条
約
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一
五
一
六

万
国
郵
便
条
約

巨
大
郵
便

物
（
Ｅ
）

及
び
小
形

包

装

物

（
Ｅ
）
の

到
着
料
の

料
率
に
係

る
自
己
申

告
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一
五
一
七

万
国
郵
便
条
約
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一
五
一
八

万
国
郵
便
条
約
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一
五
一
九

万
国
郵
便
条
約
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一
五
二
〇

万
国
郵
便
条
約
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一
五
二
一

万
国
郵
便
条
約
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一
五
二
二

万
国
郵
便
条
約

目
標
制
度

に
参
加
し

て
い
る
国

の
指
定
さ

れ
た
事
業

体
の
間
に

お
け
る
郵

便
物
の
流

れ
に
適
用

さ
れ
る
到

着
料
に
つ

い
て
の
規

定
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一
五
二
三

万
国
郵
便
条
約
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一
五
二
四

万
国
郵
便
条
約
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一
五
二
五

万
国
郵
便
条
約

移
行
制
度

に
参
加
し

て
い
る
国

の
指
定
さ

れ
た
事
業

体
へ
の
、

こ
の
よ
う

な
国
の
指

定
さ
れ
た

事
業
体
か

ら
の
及
び

こ
の
よ
う

な
国
の
指

定
さ
れ
た

事
業
体
の

間
に
お
け

る
郵
便
物

の
流
れ
に

適
用
さ
れ

る
到
着
料

に
つ
い
て

の
規
定
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一
五
二
六

万
国
郵
便
条
約
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こ
の
条
約
は
、
国
際
郵
便
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
所
要
の
変
更
を
加
え
る
た
め
、
現
行
の
条
約
を
更
新
す
る
も
の
で
あ
る
。
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